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議案第１号  

 

   専決処分の承認について（藤沢市市税条例の一部を改正する条例） 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、藤沢市市税条例の一部を改正する条

例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、その承

認を求める。 

  ２０２５年（令和７年）５月１３日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

専   決   処   分   書 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次の条例を専決処分する。 

  ２０２５年（令和７年）３月３１日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市税条例の一部を改正する条例 

藤沢市市税条例（平成１０年藤沢市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第３３条第１号中「エまで」を「オまで」に改め、同号ア中「エ」を「ウ及びオ」

に改め、同号イ中「０.０９リットル以下のもの」の次に「（ウに掲げるものを除く。）」

を加え、同号中エをオとし、同号ウ中「０.０９リットルを超えるもの」の次に「（ウ

に掲げるものを除く。）」を加え、同号中ウをエとし、イの次に次のように加える。 

 ウ ２輪の原動機付自転車で、総排気量が０.１２５リットル以下かつ最高出力

が４.０キロワット以下のもの 年額２,０００円 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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提案理由 

地方税法の一部改正により、原動機付自転車に新たな車両区分が追加されたこと

に伴い、緊急に藤沢市市税条例を改正する必要が生じ、令和７年３月３１日付けで

藤沢市市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条

第３項の規定によりその承認を求める必要による。 

 

 

 

参 考 

  地方自治法 抜粋 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議

決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する

ことができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の

同意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規

定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 


